
 
 

総務常任委員協議会資料 

 

令 和 ７ 年 ６ 月 １ ３ 日 

選挙管理委員会事務局作成 
 

酒田市議会議員及び酒田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等 

      の公営に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の目的 

  令和７年６月４日に公布された公職選挙法施行令の一部を改正する政令により、選挙運動の

公営に関する上限額が一部改正されたことから、酒田市議会議員及び酒田市長の選挙における

選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正しようとするもの。 

 

２ 改正の概要 

  選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成にかかる公営単価の一部を、改正され

た公職選挙法施行令に定める金額と同額とするもの。 

 

 

  第６条（選挙運動用ビラの作成の公営）、第８条（選挙運動用ビラの作成の公費の支払い） 

区分 改正後 改正前 

1枚当たりの作成単価 ８円３８銭 ７円７３銭 

 

  第９条（選挙運動用ポスターの作成の公営） 

区分 改正後 改正前 

印

刷

費 

 

１枚当たりの作成単価 

 

５８６円８８銭 

 

５４１円３１銭 

 

３ 施行期日   公布の日から 

（施行日以後に告示される選挙から適用する。） 

 



酒田市議会議員及び酒田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例新旧対照表 

新 旧 

本則 本則 

(選挙運動用ビラの作成の公営) 

第6条 候補者は、候補者1人について、選挙運動用ビラの1枚当たりの

作成単価(当該作成単価が8円38銭を超える場合には、8円38銭)に当

該選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号

に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額

の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合

においては、第2条ただし書の規定を準用する。 

(選挙運動用ビラの作成の公営) 

第6条 候補者は、候補者1人について、選挙運動用ビラの1枚当たりの

作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当

該選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号

に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額

の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合

においては、第2条ただし書の規定を準用する。 

(選挙運動用ビラの作成の公費の支払) 

第8条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の

契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額の

うち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成

単価(当該作成単価が8円38銭を超える場合には、8円38銭)に当該選

挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号

に定める枚数の範囲内のものであることにつき、選挙管理委員会の定め

るところにより、当該候補者からの申請に基づき、選挙管理委員会が確

認したものに限る。)を乗じて得た金額(1円未満の端数がある場合に

は、その端数は、1円とする。)を、第6条の後段において準用する第2

条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者か

らの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。 

(選挙運動用ビラの作成の公費の支払) 

第8条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の

契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額の

うち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成

単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該選

挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号

に定める枚数の範囲内のものであることにつき、選挙管理委員会の定め

るところにより、当該候補者からの申請に基づき、選挙管理委員会が確

認したものに限る。)を乗じて得た金額(1円未満の端数がある場合に

は、その端数は、1円とする。)を、第6条の後段において準用する第2

条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者か

らの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。 

(選挙運動用ポスターの作成の公営) 

第9条 候補者は、候補者1人について、586円88銭に当該選挙が行われ

る区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円

を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で

除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とす

(選挙運動用ポスターの作成の公営) 

第9条 候補者は、候補者1人について、541円31銭に当該選挙が行われ

る区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円

を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で

除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とす



る。)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙

が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合

には、当該相当する数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポス

ターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただ

し書の規定を準用する。 

る。)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙

が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合

には、当該相当する数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポス

ターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただ

し書の規定を準用する。 

 



 
 

総務常任委員協議会資料 

 

令 和 ７ 年 ６ 月 １ ３ 日 

選挙管理委員会事務局作成 
 

酒田市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について 
 
１ 改正の目的 

  令和７年６月４日に公布された国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を

改正する法律により、選挙長等の費用弁償額が改正されたことから、酒田市特別職の職員の給

与等に関する条例の一部を改正しようとするもの。 

 

２ 改正の概要 

  選挙長等の報酬の額を、改正された国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定め

る金額と同額とするもの。 

 

  別表第３（第４条関係） 

  非常勤の職員の報酬表 

区分 改正後 改正前 

選挙長 １回 １２，２００円 １回 １０，８００円 

選挙立会人 １回 １０，１００円 １回  ８，９００円 

開票管理者 １回 １２，２００円 １回 １０，８００円 

開票立会人 １回 １０，１００円 １回  ８，９００円 

投票所の投票管理者 日額 １４，５００円 日額 １２，８００円 

期日前投票所の投票管理者 日額 １２，８００円 日額 １１，３００円 

投票所の投票立会人 日額 １２，４００円 日額 １０，９００円 

期日前投票所の投票立会人 日額 １０，９００円 日額  ９，６００円 

 

３ 施行期日   公布の日から 

（施行日以後に告示される選挙から適用する。） 



酒田市特別職の職員の給与等に関する条例新旧対照表 

新 旧 

別表第3(第4条関係) 別表第3(第4条関係) 

非常勤の職員の報酬表 

職名 報酬額 

(略) (略) 

選挙長 1回 12,200円 

選挙立会人 1回 10,100円 

開票管理者 1回 12,200円 

開票立会人 1回 10,100円 

投票所の投票管理者 日額 14,500円 

期日前投票所の投票管理者 日額 12,800円 

投票所の投票立会人 日額 12,400円 

期日前投票所の投票立会人 日額 10,900円 

(略) (略) 
 

非常勤の職員の報酬表 

職名 報酬額 

(略) (略) 

選挙長 1回 10,800円 

選挙立会人 1回  8,900円 

開票管理者 1回 10,800円 

開票立会人 1回  8,900円 

投票所の投票管理者 日額 12,800円 

期日前投票所の投票管理者 日額 11,300円 

投票所の投票立会人 日額 10,900円 

期日前投票所の投票立会人 日額  9,600円 

(略) (略) 
 

  備考（略）   備考（略） 
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令 和 ７ 年 ６ 月 １ ３ 日 

農林水産部農林水産課作成 

 

 

 

 

請負契約の締結について 

（令和７年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事（その１）） 

 

 

 

１ 工 事 名   令和７年度農地・農業用施設災害復旧事業 

農地等災害復旧工事（その１） 

 

２ 工 事 場 所   酒田市 宮海 地内ほか 

 

３ 仮契約の方法   条件付き一般競争入札 

 

４ 仮契約年月日   令和７年５月３０日 

 

５ 仮 契約 金 額   １９９,６５０,０００円（税込み） 

 

６ 仮契約の相手方   酒田市穂積字尻地２３３番地 

大場建設株式会社 

代表取締役  大場 弥市 

 

７ 工 期   契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設経済常任委員協議会資料 
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平面図＿西荒瀬地区 

施工場所：宮海・穂積地内 

工事概要：農地堆積土砂撤去    V=21,200m3 

     水路堆積土砂撤去    V=  430m3 

     道路堆積土砂撤去    V=  730m3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図＿塚渕地区 

 

施工場所：塚渕・米島地内 

工事概要：農地堆積土砂撤去    V=21,500m3 

     水路堆積土砂撤去    V=  630m3 

     道路崩落復旧      V=  140m3 



 
 

 

 

平面図＿米島地区 

 

施工場所：米島地内 

工事概要：農地堆積土砂撤去    V=510m3 


